
令和８年２月４日  

土木部工事第一課  

 

議会の委任による専決処分の報告 

（歩行者の負傷事故に係る損害賠償額の決定） 

 

１ 事故の概要 

（１）発生日時 令和７年７月１０日（木）午前７時２６分頃 

（天気：曇り） 

 

（２）発生場所 世田谷区内 

 

（３）事故内容 世田谷区（以下「甲」という）が管理する区道を相手方（以下「乙」

という）が通勤のため自宅から経堂駅に向かって歩行中、前方から

来た自動車を避けるため道路脇に寄ったところ、Ｌ形側溝に生じて

いた４㎝程度の段差に右足をぶつけ、右足親指を負傷した。 

 

（４）相 手 方 別紙のとおり 

 

２ 乙への損害賠償額  ３０８，９４４円 

（特別区自治体総合賠償保険より全額補填される。） 

 

３ 専決処分日 令和８年１月２２日 
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